様式５

参考見積書

業務名　　明石市タレントマネジメントシステム導入・保守及び運用支援業務委託

【導入業務及び基本対応業務】
	令和８年度
導入業務
（a）
	金　額
	
	
	百万
	
	
	千
	
	
	円

	令和９年度から
令和１３年度までの
保守及び運用支援業務
（基本対応業務）５年総額
（b）
	金　額
	
	
	百万
	
	
	千
	
	
	円

	
導入業務及び基本対応業務
総額
（a）+（b）
	金額
	
	
	百万
	
	
	千
	
	
	円








【追加対応業務すべて対応】　<可能な業者のみ>
	令和９年度から
令和１３年度までの
保守及び運用支援業務
（追加対応業務）５年総額
(c)
	金　額
	
	
	百万
	
	
	千
	
	
	円



【総額】
	総額
(d)=(a)+(b)+(c)
	金　額
	
	
	百万
	
	
	千
	
	
	円




上記の件について、日本国の法令及び明石市契約規則を遵守し、仕様書及び図面並びに
現場等熟知のうえ、上記の金額をもって見積ります。

年　　月　　日

明石市長　様

住　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

見積者　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

· 金額は訂正しないこと。また、必ず金額の先頭に￥マークを記載すること。
· 見積書に記載する金額は、見積った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記載すること
（消費税抜きの金額）。
· 上記記載の金額と業務費内訳書の合計金額は必ず一致させること。一致しない場合は無効となります。
　※裏面の補足説明を必ず確認すること

【参考見積書と参考業務費内訳書の補足説明】
公告文14(9)にあるとおり、参考見積金額と参考業務費内訳書の金額が合致しないもの（参考業務費内訳書に値引き・端数処理等の記載は認めない。）は失格となります。以下の点に留意してください。
・参考見積書の(a)の額と、様式6-1で提出する業務費内訳書の合計が一致すること。
・参考見積書の(a)の額は、上限額11,181,000円以内であること。
・参考見積書の(a)＋(b)の額は、上限額50,018,000円以内であること。
・参考見積書の(c)の額は、上限額8,650,000円以内であること。
・参考見積書の(d)－(a)の額と、様式6-2で提出する業務費内訳書の合計が一致すること。



